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入  札  公  告  

 

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。  

令 和 ８ 年 ６ 月 1 1 日  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構   

        水 産 資 源 研 究 所 管 理 部 門  

        塩 釜 拠 点 長  宮 田   勉  

◎ 調 達 機 関 番 号  8 0 7  ◎ 所 在 地 番 号  0 4  

1    調 達 内 容  

( 1 )    品 目 分 類 番 号  2 4  

( 2 )    購 入 等 件 名 及 び 数 量  水 中 グ ラ イ ダ ー 用 計

量 魚 群 探 知 機  一 式  

( 3 )   調 達 案 件 の 仕 様 等  仕 様 書 に よ る 。  

( 4 )    納 入 期 限  令 和 ９ 年 ３ 月 1 5 日  

( 5 )    納 入 場 所  国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教

育 機 構 塩 釜 庁 舎  

( 6 )    入 札 方 法  落 札 決 定 に 当 た っ て は 、入 札 書 に

記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 1 0 パ ー セ ン ト

に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １

円 未 満 の 端 数 が あ る と き は そ の 端 数 を 切 り 捨
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て る も の と す る ｡ ）を も っ て 落 札 価 格 と す る の

で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る

課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問

わ ず 、見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 1 1 0 分 の 1 0 0

に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。  

2    競 争 参 加 資 格  

( 1 )    国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 契 約

事 務 取 扱 規 程 （ 平 成 1 3 年 ４ 月 １ 日 付 け 1 3 水

研 第 6 5 号 ）第 1 2 条 第 １ 項 及 び 第 1 3 条 の 規 定

に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

( 2 )    令 和 ７ ・ ８ ・ ９ 年 度 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産

研 究 ・ 教 育 機 構 競 争 参 加 資 格 又 は 全 省 庁 統 一

資 格 の 「 物 品 の 販 売 契 約 」 の 業 種 「 精 密 機 器

類 」 の 資 格 保 有 者 で あ る こ と 。  

( 3 )    国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 理 事

長 か ら 物 品 の 製 造 契 約 、 物 品 の 販 売 契 約 及 び

役 務 等 契 約 指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停

止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

た だ し 、 全 省 庁 統 一 資 格 に 格 付 け さ れ て い

る 者 で あ る 場 合 は 、 国 の 機 関 の 同 様 の 指 名 停
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止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る

期 間 中 で な い こ と 。   

( 4 )   暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 7 7 号 ） 第 3 2 条 第 １

項 各 号 に 掲 げ る 者 で な い こ と 。  

3    入 札 書 の 提 出 場 所 等  

( 1 )    入 札 書 の 提 出 場 所 、 契 約 条 項 を 示 す 場 所 、

入 札 説 明 書 の 交 付 場 所 及 び 問 い 合 わ せ 先  

  〒 9 8 5 - 0 0 0 1  宮 城 県 塩 釜 市 新 浜 町 ３ － 2 7 －

５  国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 水

産 資 源 研 究 所 管 理 部 門 塩 釜 拠 点 管 理 チ ー ム  

工 藤  史 帆  電 話  0 2 2 - 3 6 5 - 9 9 3 0  F A X  

0 2 2 - 3 6 7 - 1 2 5 0  

( 2 )    入 札 説 明 書 の 交 付 方 法  競 争 参 加 希 望 者 は 、

以 下 に よ り 入 札 説 明 書 等 （ 入 札 説 明 書 、 入 札

心 得 書 、 契 約 書 案 、 入 札 書 様 式 、 委 任 状 様 式

等 ） の 交 付 を 受 け る こ と 。  

①  直 接 交 付  

   上 記 3 ( 1 ) の 交 付 場 所 に て 交 付 す る 。  

②  宅 配 便 着 払 い に よ る 交 付  
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任 意 書 式 に 「 水 中 グ ラ イ ダ ー 用 計 量 魚 群

探 知 機 入 札 説 明 書 宅 配 便 に て 希 望 」 と 記 入

し 、 社 名 、 担 当 者 名 、 住 所 、 電 話 番 号 を 記

載 の う え 、 上 記 3 ( 1 ) あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る こ

と 。  

③  メ ー ル に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 水 中 グ ラ イ ダ ー 用 計 量 魚 群

探 知 機 入 札 説 明 書 メ ー ル に て 希 望 」 と 記 入

し 、 社 名 、 担 当 者 名 、 メ ー ル ア ド レ ス 、 電

話 番 号 を 記 載 の う え 、 上 記 3 ( 1 ) あ て Ｆ Ａ Ｘ

送 信 す る こ と 。   

( 3 )   応 札 仕 様 書 等 の 提 出 期 限 及 び 場 所  本 公 告

に 示 し た 物 品 を 納 入 で き る こ と を 証 明 す る 書 類

を 令 和 ８ 年 ７ 月 2 2 日 1 7 時 ま で に 、 上 記 3 ( 1 ) あ

て へ 提 出 す る こ と 。   

( 4 )  入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 方 法  仕 様 書 等 に 関

し 質 疑 が あ る 場 合 に は 、 令 和 ８ 年 ７ 月 ２ 日 ま で

に 上 記 3 ( 1 ) あ て に メ ー ル （ ア ド レ ス は 入 札 説 明

書 に 記 載 ） 又 は Ｆ Ａ Ｘ に て 質 疑 を 行 う こ と 。 当

日 ま で の 質 疑 を 取 り ま と め 、 回 答 は 入 札 説 明 書
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受 領 者 全 員 に 対 し て 行 う と と も に 当 機 構 の ホ ー

ム ペ ー ジ に て 公 表 す る こ と に よ り 入 札 説 明 会 に

代 え る 。 な お 、 当 該 日 以 降 に 質 疑 が 発 生 し た 場

合 に も 随 時 受 け 付 け 、 同 様 に 対 応 す る 。  

( 5 )  入 札 書 の 受 領 期 限  令 和 ８ 年 ７ 月 2 2 日 1 7

時 （ た だ し 、 郵 便 に よ る 入 札 の 場 合 は 、 書 留 郵

便 に よ る こ と と し 、 必 着 の こ と ｡ ）  

( 6 )  開 札 の 日 時 及 び 場 所  令 和 ８ 年 ７ 月 2 3 日 1 5

時  宮 城 県 塩 釜 市 新 浜 町 ３ － 2 7 － ５  国 立 研

究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 塩 釜 庁 舎 会 議 室  

4    そ の 他  

( 1 )    契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨  

日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 。  

( 2 )    入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  免 除 。  

( 3 )    入 札 の 無 効  本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格

の な い 者 の 提 出 し た 入 札 書 、 競 争 参 加 資 格 確

認 書 類 に 虚 偽 の 記 載 を し た 者 の 提 出 し た 入 札

書 、 入 札 者 に 求 め ら れ る 義 務 を 履 行 し な か っ

た 者 の 提 出 し た 入 札 書 は 無 効 と す る 。  

( 4 )    契 約 書 作 成 の 要 否  要 。  
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( 5 )    落 札 者 の 決 定 方 法  本 公 告 に 示 し た 物 品 を

納 入 で き る と 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教

育 機 構 水 産 資 源 研 究 所 管 理 部 門 塩 釜 拠 点 長 が

判 断 し た 入 札 者 で あ っ て 、 予 定 価 格 の 制 限 の

範 囲 内 で 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を 行 っ

た 入 札 者 を 落 札 者 と す る 。  

( 6 )    手 続 き に お け る 交 渉 の 有 無  無 。  

( 7 )    競 争 参 加 者 は 、 入 札 の 際 に 国 立 研 究 開 発 法

人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 の 資 格 審 査 結 果 通 知 書

写 し 又 は 全 省 庁 統 一 資 格 の 資 格 審 査 結 果 通

知 書 写 し を 提 出 す る こ と 。  

( 8 )   詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

5    契 約 に 係 る 情 報 の 公 表  「 独 立 行 政 法 人 の 事

務 ・ 事 業 の 見 直 し の 基 本 方 針 」 （ 平 成 2 2 年 1 2

月 ７ 日 閣 議 決 定 ） に 基 づ き 実 施 す る 。 詳 細 は 入

札 説 明 書 に よ る 。  

6   公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の

提 出 に つ い て  詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

7    S u m m a r y  

( 1 )    O f f i c i a l  i n  c h a r g e  o f  d i s b u r s e m e n t  o f  t h e  
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p r o c u r i n g  e n t i t y :  M I Y A T A  T s u t o m u ,  B r a n c h  

D i r e c t o r ,  S h i o g a m a  B r a n c h  F i s h e r i e s  R e -

s o u r c e s  I n s t i t u t e ,  J a p a n  F i s h e r i e s  R e -

s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  A g e n c y  

( 2 )    C l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  b e   

p r o c u r e d :  2 4  

( 3 )    N a t u r e  a n d  q u a n t i t y  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  b e  

p u r c h a s e d :  S c i e n t i f i c  E c h o s o u n d e r  f o r  a n  

U n d e r w a t e r  G l i d e r  a n d  １ S e t  

( 4 )    D e l i v e r y  p e r i o d :  1 5  M a r c h  2 0 2 7  

( 5 )    D e l i v e r y  p l a c e :  S h i o g a m a  F i e l d  S t a t i o n ,   

J a p a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  

A g e n c y  

( 6 )    Q u a l i f i c a t i o n  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  

t e n d e r i n g  p r o c e d u r e s :  S u p p l i e r s  e l i g i b l e  

f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p r o p o s e d  t e n d e r  

a r e  t h o s e  w h o  s h a l l :  

①  n o t  c o m e  u n d e r  A r t i c l e  1 2 - 1  a n d  1 3  o f  

t h e  r e g u l a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  c o n t r a c t  f o r  

J a p a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  
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A g e n c y ,  

②  h a v e  G r a d e  A ,  B ,  C  o r  D   “ S a l e s ”  i n  

t e r m s  o f  t h e  q u a l i f i c a t i o n  f o r  p a r t i c i -

p a t i n g  i n  t e n d e r s  b y  J a p a n  F i s h e r i e s  

R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  A g e n c y  o r  S i n g l e  

q u a l i f i c a t i o n  f o r  e v e r y  m i n i s t r y  a n d  

a g e n c y  i n  t h e  f i s c a l  y e a r s  2 0 2 5 ,  2 0 2 6  a n d  

2 0 2 7 .   

( 7 )    T i m e  l i m i t  f o r  t e n d e r :  1 7 : 0 0 ,  2 2  J u l y  

2 0 2 6  

( 8 )    C o n t a c t  p o i n t  f o r  t h e  n o t i c e :  K U D O  S h i h o ,  

A d m i n i s t r a t i o n  T e a m ,  M a n a g e m e n t  D e p a r t -

m e n t  o f  S h i o g a m a  B r a n c h ,  F i s h e r i e s  R e -

s o u r c e s  I n s t i t u t e ,  J a p a n  F i s h e r i e s  R e -

s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  A g e n c y ， ３ － 2 7 － ５ ,  

S i n h a m a - c h o ,  S h i o g a m a - c i t y ,  M i y a g i ,  

9 8 5 - 0 0 0 1  J a p a n .  T E L  0 2 2 - 3 6 5 - 9 9 3 0  
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第１章 総則 

 

1. 用途 

本仕様書は、国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産資源研究所管理部門塩釜拠点

が調達する水中グライダー用計量魚群探知機 以下、、本本機」 と呼ぶ。）について規定す

る。 

 

2. 調達数量 １式 

 

3. 納入場所 

 宮城県塩釜市新浜町３丁目２７番５号 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 塩釜庁舎 

 

4. 検査 

本機」は、国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産資源研究所管理部門塩釜拠点

の検査職員による検査を受け合格しなければならない。 

 

５．特記事項 

 エコーサウンダー制御部はサイエンスセクション内部に内包し、確実に固定可能である

こと。トランスデューサ２基については取付治具によりサイエンスセクション先端のバル

クヘッドに固定可能であること。なお、取付治具およびトランスデューサはノーズコーン

内部に内包し、流体抵抗の低減を考慮した整流形状の構造とすること。さらに、音響の送

受信面については外部に露出させ、水中グライダーの滑降以潜航）時において鉛直、向き

となるよう配置すること。また、当所が保有する水中グライダー以SeaExplorer X2）への

取付は下、のとおり行うこと。 

① ノーズコーンはサイエンスセクションのバルクヘッドに接続・固定すること。 

② トランスデューサとエコーサウンダー制御部の間については、バルクヘッドコネクタ

ーを介した結線を行うこと。 

③ エコーサウンダー制御部は、サイエンスセクション内のサイエンスボードに接続し、

電源供給および必要な通信を可能とすること。 

④ 既存のセンサ類と併設した状態で運用可能であり、相互干渉しない構成とすること。 

⑤ 上記構成により、組み込み後、正常に動作し、観測データの取得が可能となる状態で

納入すること。 

⑥ 接続仕様以電源、通信インターフェース等）については、既存システムに適合させる

こと。 
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６. その他 

1) 本機」の搬送・搬入及び操作説明に必要な経費は受注者で負担すること。 

2) 受注者は令和９年３月１５日までに本機」を上記３．納入場所へ納入すること。 

3) 納入後、１年を経過するまでに受注者側の責任による不具合が生じた場合には、受注

者の責任において交換又は補修を行うこと。 

4) 本機」について、和文で示したマニュアル以紙または電子媒体）を１部提出すること。 

5) 詳細については、担当職員の指示に従うこと。 
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第２章 構成 

 

1. 本機」の概要 

  本機」は、当所保有の水中グライダー以Alseamar 社 SeaExplorer X2）に搭載して運用

する計量魚群探知機であり、海中における魚群や動物プランクトン等の散乱体の鉛直分布

を定量的に観測することを目的とするものである。 

本機」は、エコーサウンダー制御部、トランスデューサ以公称周波数 120 kHz および

200kHz 下上 333 kHz 下、の周波数帯）、ノーズコーン以トランスデューサ搭載用）、サイ

エンスセクション以制御部搭載用）、接続ケーブルおよび取付治具から構成される。エコ

ーサウンダー制御部は、水密区画であるサイエンスセクション内に搭載され、サイエンス

ボードを介して電源供給および通信を行う。また、トランスデューサはノーズコーン内部

に組み込まれているが、送受信面は外部に露出した構造となっており、グライダーの航走

に伴い鉛直、向きに音波の送受信を行う構造となっている。 

本機」は自律観測モードにて動作し、取得したデータは内部記録媒体に保存されるとと

もに、衛星通信を介して機」状態および観測データの一部を送信することが可能である。 

水中グライダーに搭載することで、従来の船舶観測では困難であった広域かつ長期間にわ

たる連続観測が可能となり、魚群分布および動物プランクトン等の低次生態系の時空間変

動を高解像度で把握することができる。 

 

2. 本機」の構成及び数量 

⑴ エコーサウンダー制御部            １式 

⑵ トランスデューサ以120 kHz）           １台 

⑶ トランスデューサ以200kHz 下上 333 kHz 下、） １台 
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第 3章 本機」の仕様 

 

以１）エコーサウンダー制御部 

①小型で低消費電力であり、水中グライダーへの搭載・運用が可能であること。 

②自律観測モードにて動作し、内部記録媒体に観測データを保存可能であること。 

③複数のトランスデューサを制御可能であること。 

④観測設定以送信間隔、パルス幅等）の変更が可能であること。 

 

以２）トランスデューサ以120 kHz） 

①小型軽量かつ低消費電力であり、水中グライダーへの搭載・運用が可能であること。 

②公称周波数が 120 kHz であること。 

③耐圧 1000 m 下上であること。 

 

以３）トランスデューサ以200kHz 下上 333 kHz 下、） 

①小型軽量かつ低消費電力であり、水中グライダーへの搭載・運用が可能であること。 

②公称周波数が 200kHz 下上 333kHz 下、であること。 

③耐圧 1000 m 下上であること。 

 

 


